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１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年12月31日） 

  

 
  
（２）連結財政状態 

 
  

２．配当の状況 

  

  
３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 
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（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

  営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

25年３月期第３四半期  45,935  －  10,652  －  12,705  －  7,313  －

24年３月期第３四半期  －  －  －  －  －  －  －  －

（注）包括利益 25年３月期第３四半期 8,508百万円 （ ％） －   24年３月期第３四半期 －百万円 （ ％） －

  
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

  円 銭 円 銭 
25年３月期第３四半期  3,216.57  －
24年３月期第３四半期  －  －

※当社は、公開買付けにより（株）大阪証券取引所の株式の66.67％を取得した結果、同社を連結子会社としたことか
ら、当第３四半期連結会計期間より同社の損益を含んでおります（平成24年10月１日から平成24年12月31日までの３か
月間）。

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第３四半期  917,583  152,324  14.2

24年３月期  －  －  －

（参考）自己資本 25年３月期第３四半期 130,693百万円   24年３月期 －百万円 
※当社グループには、証券取引等の安全性を確保するための諸制度に基づく清算預託金等が資産及び負債に両建てで計
上されております。清算預託金等は多額かつ日々変動することから、上記の金額は大きく影響を受けます。清算預託金
等を除いた当社グループの財政状態につきましては、添付資料Ｐ.２「１．当四半期決算に関する定性的情報（２）連
結財政状態に関する定性的情報」をご参照ください。 

  
年間配当金 

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

24年３月期  －  －  －  －  －

25年３月期  －  －  －     

25年３月期（予想）        70.00  70.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：  有   

  （％表示は、対前期増減率）

  営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

通期  67,500  －  15,500  －  17,500  －  9,500  －  280.39

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：  有   

※１株当たり当期純利益については、平成24年４月１日から平成25年３月31日における期中平均株式数（33,881,156株
（予定））を基に算出しております。なお、合併以降の平成25年１月１日から３月31日における期中平均株式数
（54,906,910株（予定））を基に算出した１株当たり当期純利益は、173円02銭となります。



※  注記事項 

新規  ２社  （社名） 、除外  社  （社名）  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：  有   

（株）大阪証券取引所 新大証設立準備（株） － －

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：  有   

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ：  無   

② ①以外の会計方針の変更                      ：  有   

③ 会計上の見積りの変更                        ：  有   

④ 修正再表示                                  ：  無   

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期３Ｑ 2,300,000 株 24年３月期 2,300,000株 

② 期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 26,260 株 24年３月期 26,260株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 2,273,740 株 24年３月期３Ｑ 2,273,740株 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に準ずる四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に準ずる四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、現在入手している情報及び合理的であると判断する一

定の前提に基づいて記載したものであり、実際の業績等は、今後の様々な要因により大きく異なる結果となる可能性

があります。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  株式会社東京証券取引所グループ（以下、「当社」という。）は、公開買付けにより株式会社大阪証券取引所（以

下、「大証」という。）を連結子会社とした後、平成25年１月１日付で合併し、株式会社日本取引所グループが発足

いたしました。本合併による株式会社日本取引所グループの連結財務諸表は、企業結合に係る会計基準に基づき、当

社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用関連会社）の連結財務諸表を引き継ぐこととなるため、本決算短信で

は当社グループの当第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日～平成24年12月31日）の連結業績を記載しておりま

す。 

  なお、当社による大証のみなし取得日が平成24年９月30日であるため、当社グループの当第３四半期連結累計期間の

連結業績には、大証の平成24年10月１日から平成24年12月31日までの３か月間のみの損益が含まれております。  

  当社グループの当第３四半期連結累計期間の連結業績は、営業収益は459億35百万円、営業費用は352億83百万円、営

業利益は106億52百万円、経常利益は127億5百万円となりました。 

  また、合併に係るＦＡ報酬等を特別損失として計上したことなどから、税金等調整前四半期純利益は120億32百万

円、税金等調整後の四半期純利益は73億13百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

  資産及び負債には、証券取引等の安全性を確保するための諸制度に基づく清算預託金等（売買・取引証拠金、清算基

金及び決済促進担保金から構成されます。）、信認金、取引参加者保証金及び違約損失積立金が計上されておりま

す。そのうち清算預託金等については、多額かつ清算参加者のポジションや株価の変動などにより日々変動すること

から、当社グループの資産及び負債の額は、清算預託金等の変動に大きな影響を受けることとなります。 

  当第３四半期連結会計期間末の資産は9,175億83百万円、また、清算預託金等、信認金及び違約損失積立金を控除し

た後の資産は2,515億2百万円となりました。 

  当第３四半期連結会計期間末の負債は7,652億59百万円、また、清算預託金等、信認金及び取引参加者保証金を控除

した後の負債は1,239億17百万円となりました。 

  当第３四半期連結会計期間末の純資産は1,523億24百万円、また、違約損失積立金を控除した後の純資産は1,243億75

百万円となりました。  

  

 ＜参考＞ 

（注）① 総資産の（ ）内は、総資産から清算預託金等、信認金及び違約損失積立金（以下、「特定資産」とい

う。）を控除して算出した数値であります。 

   ② 純資産の（ ）内は、純資産から違約損失積立金を控除して算出した数値であります。 

   ③ 自己資本比率の（ ）内は、総資産から特定資産、また純資産から違約損失積立金を控除して算出した数値

であります。 

  

（３）連結業績予想及び配当予想に関する定性的情報 

 ①連結業績予想 

 株式会社日本取引所グループの連結業績予想について、予想数値の前提となる売買代金等を以下のとおり見直し、

修正することといたしました。 

 今回修正予想数値の前提となる通期の１日平均売買代金・取引高については、12月中旬以降の市場環境などを踏ま

え、株券（※）が１兆4,000億円、長期国債先物取引が40,000単位、ＴＯＰＩＸ先物取引が67,000単位、日経平均株価

先物取引が147,000単位（日経225ｍｉｎｉ先物取引高は日経平均株価先物取引における取引高へ換算）及び日経平均

株価オプション取引が220億円と見込んでおります。 

（※）東証市場第一部・第二部及びマザーズ並びに大証市場第一部・第二部及びＪＡＳＤＡＱ市場に係る売買代金。 

  

 ②配当予想 

 株式会社日本取引所グループは、取引所としての競争力強化と自主規制機能の向上のためのシステム開発や清算機

関としてのリスクへの備えを目的とした内部留保の重要性に留意しつつ、安定的かつ継続的な配当を実施することを

基本とし、具体的には、連結配当性向を40％程度とすることを目標としております。 

 上記の方針のもと、平成25年３月期末の１株当たり配当については50円を予定しておりましたが、今回の連結業績

予想の修正に伴い、70円に修正いたします。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  総資産 純資産 自己資本比率 

  

平成25年３月期第３四半期 

百万円 

917,583 (251,502) 

百万円 

152,324 (124,375) 

％ 

14.2 (40.9) 
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（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 （税金費用の計算）  

 当社の連結子会社である大証は、当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積

り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示  

イ．会計方針の変更  

 当社グループは、大証との経営統合を契機に以下の会計方針について見直した結果、第１四半期連結会計期間から新た

な会計方針に変更しております。 

  

（有形固定資産の減価償却方法の変更） 

 当社グループは有形固定資産の減価償却方法について、従来、定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）については定額法）を採用しておりましたが、第１四半期連結会計期間から定額法に変更いたし

ました。 

 この変更は、主に次の２つの理由によるものであります。 

 ① 一体で管理・運用しているシステムのハードウエア及びソフトウエアの大半をソフトウエアが占めているため、有

    形固定資産であるハードウエアの償却方法をソフトウエアと同じ定額法に一致させる方が使用実態に即しておりま 

  す。 

 ② 有形固定資産の維持修繕に係る費用が概ね使用期間に応じて平準的に発生していることから、減価償却費の期間配

  分も定額法の採用により平準化した方がより経済的実態を反映した期間計算を行うことになります。  

 この変更により、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益は462百万円増加し、経常利益及び税金

等調整前四半期純利益はそれぞれ469百万円増加しております。 

  

（有価証券の評価方法の変更） 

 当社グループは有価証券（その他有価証券の時価のないもの）の評価方法について、従来、総平均法による原価法によ

っておりましたが、第１四半期連結会計期間から売却原価を適時に算定できる移動平均法による原価法に変更いたしまし

た。当該会計方針の変更は遡及適用されております。 

 なお、この変更による影響はありません。 

  

ロ．会計上の見積りの変更  

 当社の関連会社である（株）証券保管振替機構は、新システムの稼働を決定したことに伴い当初より利用期間が短くな

った固定資産について、第１四半期連結会計期間から耐用年数の見直しを行っております。 

 また、当社の連結子会社である（株）東京証券取引所は、システムの移行を決定したことに伴い当初より利用期間が短

くなった固定資産について、当第３四半期連結会計期間から耐用年数の見直しを行っております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益は136百万円減少し、経常利益及び税金等調

整前四半期純利益はそれぞれ200百万円減少しております。 

  

 なお、当第３四半期連結累計期間の会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示に掲記されている当社グルー

プには、大証及び新大証設立準備（株）は含まれておりません。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 107,072 

営業未収入金 7,851 

仕掛品 2,444 

売買・取引証拠金特定資産 539,087 

清算基金特定資産 88,426 

決済促進担保金特定資産 10,000 

その他 3,089 

貸倒引当金 △10 

流動資産合計 757,960 

固定資産  

有形固定資産 10,441 

無形固定資産  

のれん 48,470 

その他 25,284 

無形固定資産合計 73,755 

投資その他の資産  

投資有価証券 36,245 

信認金特定資産 618 

違約損失積立金特定資産 27,948 

その他 10,791 

貸倒引当金 △177 

投資その他の資産合計 75,425 

固定資産合計 159,622 

資産合計 917,583 
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部  

流動負債  

営業未払金 2,934 

短期借入金 18,870 

1年内返済予定の長期借入金 86,399 

未払法人税等 1,811 

賞与引当金 425 

役員賞与引当金 48 

預り売買・取引証拠金 539,087 

預り清算基金 88,426 

預り決済促進担保金 10,000 

預り取引参加者保証金 3,209 

その他 2,709 

流動負債合計 753,922 

固定負債  

長期借入金 0 

退職給付引当金 7,502 

預り信認金 618 

その他 3,215 

固定負債合計 11,336 

負債合計 765,259 

純資産の部  

株主資本  

資本金 11,500 

資本剰余金 25,358 

利益剰余金 92,586 

自己株式 △4,332 

株主資本合計 125,112 

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 5,580 

その他の包括利益累計額合計 5,580 

少数株主持分 21,630 

純資産合計 152,324 

負債純資産合計 917,583 

5

株式会社日本取引所グループ (8697) 
平成25年３月期 第３四半期決算短信



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

営業収益  

取引参加料金 17,854 

上場関係収入 6,431 

情報関係収入 9,024 

証券決済関係収入 6,478 

その他 6,145 

営業収益合計 45,935 

営業費用  

人件費 9,039 

不動産賃借料 4,250 

システム維持・運営費 5,865 

減価償却費 7,101 

その他 9,026 

営業費用合計 35,283 

営業利益 10,652 

営業外収益  

受取利息 192 

受取配当金 778 

持分法による投資利益 822 

その他 360 

営業外収益合計 2,154 

営業外費用  

支払利息 77 

その他 23 

営業外費用合計 101 

経常利益 12,705 

特別損失  

統合関連費用 672 

特別損失合計 672 

税金等調整前四半期純利益 12,032 

法人税等 4,230 

少数株主損益調整前四半期純利益 7,801 

少数株主利益 488 

四半期純利益 7,313 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 7,801 

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 706 

持分法適用会社に対する持分相当額 0 

その他の包括利益合計 706 

四半期包括利益 8,508 

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 8,020 

少数株主に係る四半期包括利益 488 
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該当事項はありません。     

   

該当事項はありません。 

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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＜参考１＞補足説明資料

百万円 百万円 百万円 ％

39,094 45,935 6,841 17.5
取 引 参 加 料 金 14,584 17,854 3,270 22.4
上 場 関 係 収 入 5,506 6,431 924 16.8
情 報 関 係 収 入 8,347 9,024 677 8.1
証 券 決 済 関 係 収 入 4,960 6,478 1,518 30.6
そ の 他 5,695 6,145 450 7.9

33,104 35,283 2,178 6.6
人 件 費 8,538 9,039 500 5.9
不 動 産 賃 借 料 4,004 4,250 245 6.1
システム維持 ・運営費 4,349 5,865 1,516 34.9
減 価 償 却 費 8,547 7,101 △ 1,446 △ 16.9
そ の 他 7,664 9,026 1,362 17.8

5,989 10,652 4,662 77.9

1,595 2,154 559 35.1
受 取 利 息 84 192 108 127.7
受 取 配 当 金 744 778 33 4.5
持分法による投資利益 723 822 99 13.7
そ の 他 42 360 318 749.2

56 101 44 78.1
支 払 利 息 39 77 37 94.7
そ の 他 17 23 6 39.4

7,527 12,705 5,178 68.8

- - - -

0 672 672 -

7,527 12,032 4,505 59.9
法 人 税 等 3,301 4,230 929 28.2

4,320 7,313 2,993 69.3

　当第３四半期連結決算の補足説明として、株式会社東京証券取引所グループ（以下、「当社」
という。）における前第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結累計期間の損益状況を併記
しております。
　なお、当社は公開買付けにより株式会社大阪証券取引所（以下、「大証」という。）を連結子
会社としましたが、当社による大証のみなし取得日が平成24年９月30日であるため、当社グルー
プにおける当第３四半期連結累計期間の連結業績には、大証の平成24年10月１日から平成24年12
月31日までの３か月間のみの損益が含まれております。

株式会社東京証券取引所グループにおける連結損益の状況

特 別 損 失

-△ 93少 数 株 主 利 益
又 は 少 数 株 主 損 失 （ △ ）

488 582

営 業 収 益

特 別 利 益

24年3月期
第３四半期

25年3月期
第３四半期

経 常 利 益

前年同期比

営 業 費 用

営 業 利 益

税金等調整前四半期純利益

四 半 期 純 利 益

営 業 外 収 益

増減

営 業 外 費 用
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用関連会社）の当第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日～平成24年

12月31日）の連結業績は、取引参加料金及び上場関係収入等が増収となったことに加え、大証を連結子会社としたことなど

から、営業収益は459億35百万円（前年同期比17.5％増）、営業費用は352億83百万円（前年同期比6.6％増）、営業利益は

106億52百万円（前年同期比77.9％増）、経常利益は127億5百万円（前年同期比68.8％増）となりました。 

また、合併等に係るＦＡ報酬等を特別損失として計上したことなどから、税金等調整前四半期純利益は120億32百万円

（前年同期比59.9％増）、税金等調整後の四半期純利益は73億13百万円（前年同期比69.3％増）となりました。 
 
＜参考＞ 

  前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

    
前第３四半期 

連結会計期間末 
（平成23年12月31日） 

 
当第３四半期 
連結会計期間末 

（平成24年12月31日） 

ＴＯＰＩＸ 
706.08ポイント 

～874.34ポイント 
728.61ポイント 

695.51ポイント 
～859.80ポイント 

859.80ポイント 

時価総額※ 
247兆5,013億円  

～303兆5,304億円 
255兆8,553億円 

244兆6,619億円  
～300兆7,971億円 

300兆7,971億円 

日経平均株価 
8,160.01円 

～１万137.73円
8,455.35円 

8,295.63円 
～１万395.18円

１万395.18円 

※ 東証市場第一部、第二部及びマザーズに係る時価総額。 

 

 

（営業収益の状況） 

①取引参加料金 

取引参加料金は、取引参加者の取引資格に応じた「基本料」、現物の売買代金及びデリバティブの取引高等に応じた「取

引料」、注文件数に応じた「アクセス料」、利用する売買システム施設の種類に応じた「売買システム施設利用料」等から

構成されます。 

当第３四半期連結累計期間の取引参加料金は、ＴＯＰＩＸ先物及び長期国債先物の収入が前年同期よりも増加したことに

加え、大証を連結子会社としたことにより日経平均株価先物等の収入が計上されたことなどから、前年同期比22.4％増の

178億54百万円となりました。 
 
・取引参加料金の内訳 
                                     （単位：百万円） 

  

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

  増減（％）

取引参加料金 14,584 17,854 22.4 

 基本料 637 754 18.4 

 取引料 10,812 13,142 21.5 

  現物 8,713 9,010 3.4 

   東証市場 8,713 8,392 △3.7 

   大証市場 － 618 － 

  デリバティブ 2,099 4,131 96.8 

   ＴＯＰＩＸ先物取引 1,020 1,074 5.3 

   日経平均株価先物取引 － 814 － 

 日経平均株価指数オプション取引 － 825 － 

   長期国債先物取引 971 1,268 30.6 

   その他 107 148 38.4 

 アクセス料 1,959 2,518 28.5 

 売買システム施設利用料 1,157 1,399 20.9 

 その他 17 39 123.8 
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＜参考＞ 
・株券の売買代金及びデリバティブの取引高等 

  
  

１ 日 平 均 期 間 合 計 

前第３四半期 

連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期 

連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

前第３四半期 

連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期 

連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

   増減（％）    増減（％）

【現物】       

東証市場第一部、第二部 

株券売買代金（百万円） 
1,255,456 1,190,904 △5.1 232,259,370 222,699,121 △4.1 

大証市場第一部、第二部

株券売買代金（百万円） 
37,096 25,787 △30.5 6,862,734 4,822,081 △29.7 

マザーズ株券売買代金 

（百万円） 
16,343 13,103 △19.8 3,023,493 2,450,294 △19.0 

ＪＡＳＤＡＱ株券売買 

代金（百万円） 
20,240 20,170 △0.3 3,744,312 3,771,741 0.7 

【デリバティブ】       

ＴＯＰＩＸ先物取引高 

（単位） 
57,028 61,572 8.0 10,550,087 11,513,979 9.1 

ミニＴＯＰＩＸ先物取引

高（単位） 
2,404 8,740 263.6 444,793 1,634,389 267.4 

日経平均株価先物取引高 

（単位） 
70,866 78,365 10.6 13,110,184 14,654,312 11.8 

日経225ｍｉｎｉ先物取引

高（単位） 
447,209 530,765 18.7 82,733,703 99,253,031 20.0 

日経平均株価指数オプショ

ン取引金額（百万円） 
17,311 18,693 8.0 3,202,481 3,495,546 9.2 

長期国債先物取引高 

（単位） 
27,769 36,326 30.8 5,137,286 6,793,008 32.2 

 

②上場関係収入 

上場関係収入は、新規上場や上場会社の新株券発行の際に発行額に応じて受領する料金等から構成される「新規・追加上

場料」及び時価総額に応じて上場会社から受領する料金等から構成される「年間上場料」に区分されます。 

当第３四半期連結累計期間の上場関係収入は、前年同期よりも新規上場及び上場会社の資金調達額が増加したことなどか

ら、前年同期比16.8％増の64億31百万円となりました。 
 
・上場関係収入の内訳 
                             （単位：百万円） 

  

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

増減（％） 

上場関係収入 5,506 6,431 16.8 

 新規・追加上場料 1,482 2,068 39.5 
 年間上場料 4,024 4,363 8.4 

  
＜参考＞ 
・上場会社数並びにＥＴＦ、ＥＴＮ及びＲＥＩＴの上場銘柄数 

                                             （単位：社） 
  新規上場会社数 上場会社数 

  

前第３四半期 
連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期 
連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

前第３四半期 
連結会計期間末 

（平成23年12月31日） 

当第３四半期 
連結会計期間末 

（平成24年12月31日） 

 増減  増減 

【東証市場】     
市場第一・二部 26（8） 32（8） 6（0） 2,112 2,118 6 
マザーズ 10（0） 20（0） 10（0） 178 182 4 

合計 36（8） 52（8） 16（0） 2,290 2,300 10 

【大証市場】     
市場第一・二部※ 1（1） 0（0） △1（△1） 206 199 △7 
ＪＡＳＤＡＱ※ 15（2） 14（2） △1（ 0） 955 913 △42 

合計 16（3） 14（2） △2（△1） 1,161 1,112 △49 

※東証市場との重複上場会社を除いております。 
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                                            （単位：銘柄） 
  新規上場銘柄数 上場銘柄数 

  

前第３四半期 
連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期 
連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

前第３四半期 
連結会計期間末 

（平成23年12月31日） 

当第３四半期 
連結会計期間末 

（平成24年12月31日） 

 増減   増減 

【東証市場】     
ＥＴＦ 5     5     0      106 113 7 
ＥＴＮ 10   0     △10      10 10 0 
ＲＥＩＴ 0（0） 4（0） 4（0） 34 37 3 

【大証市場】     
ＥＴＦ 1     2     1    17 19 2 
（注） （ ）内は、新規上場会社・新規上場銘柄のうち、合併や株式移転等により設立された会社・銘柄の新規上場（テ

クニカル上場）に係る会社・銘柄数。 
 
・上場会社の資金調達額 

（単位：百万円） 

  前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

 増減（％） 

上場会社の資金調達額 919,303 1,915,636 108.4 
（注） 東証市場における株主割当、公募（新規上場時の公募を含む。）、第三者割当、優先株式、転換社債型新株予約権

付社債及び新株予約権の権利行使による資金調達の合計金額（上場商品を除く。）。 

  

③情報関係収入 

情報関係収入は、情報ベンダー等への相場情報の提供に係る収入（相場情報料）を中心に、コーポレートアクション情報

をはじめとする各種情報の提供及び指数ビジネスに係る収入等から構成されます。 

当第３四半期連結累計期間の情報関係収入は、大証を連結子会社としたことなどから、前年同期比8.1％増の90億24百万

円となりました。 

 

④証券決済関係収入 

証券決済関係収入は、株式会社日本証券クリアリング機構及び大証が行う金融商品債務引受業に関する清算手数料等から

構成されます。 

当第３四半期連結累計期間の証券決済関係収入は、株式会社日本証券クリアリング機構が円建て金利スワップ取引の清算

業務を平成24年10月９日より開始し、当該業務に係る清算手数料を新たに計上したことなどから、前年同期比30.6％増の64

億78百万円となりました。 

 

⑤その他の営業収益 

その他の営業収益は、株式会社東京証券取引所及び大証の売買・相場報道等の各種システムと取引参加者・ユーザをつな

ぐネットワーク回線利用料、売買執行の高速化等を目的として、システムセンター内に取引参加者が機器等を設置するコロ

ケーションサービスに係る利用料、国内外の市場とのコネクティビティを多様化し、また情報ベンダーなど取引参加者以外

の市場関係者の方々も利用できるプロキシミティサービスに係る利用料並びに株式会社東証システムサービスが行うシステ

ム開発・運用収入等から構成されます。 

当第３四半期連結累計期間のその他の営業収益は、大証を連結子会社としたことなどから、前年同期比7.9％増の61億45

百万円となりました。 

 
・その他の営業収益の内訳 
                                        （単位：百万円） 

  
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

 増減（％）

その他の営業収益 5,695 6,145 7.9 

 ネットワーク回線利用料 1,847 2,144 16.1 

 コロケーション・プロキシミティ利用料 944 1,260 33.5 

 その他 2,903 2,740 △5.6 
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（営業費用の状況） 

当第３四半期連結累計期間の人件費は、大証を連結子会社としたことなどから、前年同期比5.9％増の90億39百万円とな

りました。 

不動産賃借料は、東京証券取引所ビル及び大阪証券取引所ビル並びにシステムの開発・運営拠点に係る賃借料等から構成

されます。当第３四半期連結累計期間の不動産賃借料は、大証を連結子会社としたことなどから、前年同期比6.1％増の42

億50百万円となりました。 

システム維持・運営費は、株券等の売買システムをはじめとした各種システムの維持及び管理運用に係る費用等から構成

されます。当第３四半期連結累計期間のシステム維持・運営費は、大証を連結子会社としたことなどから、前年同期比

34.9％増の58億65百万円となりました。 

当第３四半期連結累計期間の減価償却費は、前年同期に先物取引のＴｄｅｘ＋システムへの移行に伴う旧システムの償却

費を計上していたことなどから、前年同期比16.9％減の71億1百万円となりました。 

当第３四半期連結累計期間のその他の営業費用は、公開買付けに係るのれんの償却費6億13百万円を計上したことに加

え、大証を連結子会社としたことなどから、前年同期比17.8％増の90億26百万円となりました。 
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＜参考２＞

百万円 百万円 百万円 ％

16,634 16,659 25 0.2

10,550 11,364 814 7.7

6,083 5,294 △ 789 △ 13.0
735 409 △ 325 △ 44.3
21 11 △ 10 △ 48.8

6,797 5,693 △ 1,104 △ 16.2
20 26 5 25.3

- 451 451 -

6,818 5,267 △ 1,550 △ 22.7
法 人 税 等 2,791 2,012 △ 779 △ 27.9

4,026 3,255 △ 770 △ 19.1四 半 期 純 利 益

営 業 外 収 益

増減

営 業 外 費 用

株式会社大阪証券取引所における損益の状況

特 別 損 失

営 業 収 益

特 別 利 益

24年3月期
第３四半期

25年3月期
第３四半期

経 常 利 益

前年同期比

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

営 業 利 益

税 引 前 四 半 期 純 利 益
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第3四半期業績（JPXベースでの前年同期比較） イメージ図

上期 第3Q（10～12月）

東証Ｇ
459億円

大証 107億円

【当期】 第3四半期業績

※ 大証の上期を加算：567億円

第3四半期（4～12月）

東証Ｇ 390億円

大証 166億円

【前期】 第3四半期業績

557億円

差額

+10億円
（+1.8%）

営
業
収
益

営
業
利
益

四
半
期
純
利
益

上期 第3Q（10～12月）

東証Ｇ
106億円

大証 33億円

上期 第3Q（10～12月）

東証Ｇ
73億円

大証 20億円

第3四半期（4～12月）

東証Ｇ 59億円

大証 60億円

第3四半期（4～12月）

東証Ｇ 43億円

大証 40億円

※ 大証の上期を加算：139億円 120億円
+19億円
（+15.8%）

※ 大証の上期を加算：93億円 83億円
+9億円
（+11.7%）

「当第3四半期業績に大証上期業績を加算した数値」と、「前期の東証Gと大証の第3四半期業績の合計値」との比較

ＪＰＸ

ＪＰＸ

ＪＰＸ

1

別添資料

本資料は、日本取引所グループの第3四半期業績のイメージをもって頂くために、あくまで参考として、日本取引所グループの第3四半期業績に大証の上期業績を加算した数値と、東証G
及び大証の前期第3四半期業績の単純合計との比較を行ったものです。実際の情報とは必ずしも一致しない場合がありますので、予め御承知おきください。



55,728 

56,731

取引参加料金

+421

上場関係収入

+430
証券決済収入

+739

営業収益の状況

2

情報関係収入

-469

2012年3月期第3四半期（累計）
（旧東証Gと旧大証の

単純合算値）

2013年3月期第3四半期（累計）
（旧東証Gと旧大証上半期の

合算値）

 デリバティブ取引がけん引し、取引参加料金および証券決済関係収入は増収

 上場会社の資金調達額の増加、IPOの増加により上場関係収入は増収

（百万円）

その他

-119
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平成25年３月期 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ 
 

当社は、昨年12月18日に開示しました平成25年３月期（平成24年４月１日～平成25年３月31日）の連結
業績予想及び１株当たり配当予想を下記のとおり修正することといたしましたので、お知らせいたします。 
 

記 
 
 
１．当期の連結業績予想数値(※１)の修正（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 
                                                               

 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 
前回発表予想（Ａ）

百万円 

62,500 
百万円

11,000
百万円

13,000
百万円 

7,000 
円 銭    

206.60

今回修正予想（Ｂ） 67,500 15,500 17,500 9,500 
280.39
（※2）

増減額（Ｂ－Ａ） 5,000 4,500 4,500 2,500 

増 減 率 （ ％ ） 8.0% 40.9% 34.6% 35.7% 

（参考）前期連結実績 
（平成 24 年３月期）（※3） 

53,045 9,159 10,903 6,311 
2,775.98
（※4）

（※１）本連結業績予想数値は、株式会社東京証券取引所グループの平成 24 年 12 月末までの連結実績に、平
成25年１月１日以降の株式会社日本取引所グループの連結業績予想を合算して策定した数値です。（「企
業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21 号 平成 20 年 12 月 26 日）及び「企業結合会計基準及び
事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 10 号 平成 20 年 12 月 26 日）に基づ
き、株式会社大阪証券取引所の上半期の業績は含まれません。） 

（※２）平成 24 年４月 1 日から平成 25 年３月 31 日における期中平均株式数(33,881,156 株（予定）)を基に
算出しております。なお、合併以降の平成 25 年１月１日から３月 31 日における期中平均株式数
(54,906,910株（予定）)を基に算定した１株当たり当期純利益は、173円02銭となります。 

（※３）株式会社東京証券取引所グループの前期連結実績を記載しております。 
（※４）平成23年４月1日から平成24年３月31日における株式会社東京証券取引所グループの期中平均株式

数（2,273,740株）により算出しております。 
 
 
２．修正の理由 
 昨年 12 月中旬以降、金融緩和期待等により売買が大幅に増加して推移していることを踏まえ、予想数値の
前提となる売買代金等について以下のとおり見直し、連結業績予想を修正することといたしました。 
 
 今回修正予想数値の前提となる通期の１日平均売買代金・取引高については、12 月中旬以降の市場環境な
どを踏まえ、株券（※）が1兆 4,000 億円、長期国債先物取引が40,000 単位、ＴＯＰＩＸ先物取引が67,000
単位、日経平均株価先物取引が 147,000 単位(日経 225ｍｉｎｉ先物取引高は日経平均株価先物取引における
取引高へ換算）及び日経平均株価オプション取引が220億円と見込んでおります。 
  

（※）東証市場第一部・第二部及びマザーズ並びに大証市場第一部・第二部及びＪＡＳＤＡＱ市場に係る売買

代金。 
 



 

 

３．配当予想の修正について 
当社は、取引所としての競争力強化と自主規制機能の向上のためのシステム開発や清算機関としてのリスク

への備えを目的とした内部留保の重要性に留意しつつ、安定的かつ継続的な配当を実施することを基本とし、
具体的には、連結配当性向を40％程度とすることを目標としております。 
上記の方針のもと、平成 25 年３月期末の 1 株あたり配当については、50 円を予定しておりましたが、今回

の連結業績予想の修正に伴い、70円に修正いたします。 
 

 

 年間配当金（円） 

 第２四半期末 期 末 合 計 

前 回 予 想 50.00 50.00

今 回 修 正 予 想 70.00 70.00

 
ご注意：本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、現在入手している情報及び合理的である
と判断する一定の前提に基づいて記載したものであり、実際の業績等は、今後の様々な要因により大きく異な
る結果となる可能性があります。 
 

以上 



業績予想（JPXベースでの前期比較） イメージ図

（上期） （下期）

東証Ｇ
675億円

大証 107億円

（当期） 業績予想

※ 大証の上期を加算：782億円

（通期）

東証Ｇ 530億円

大証 224億円

（前期） 実績

755億円

差額

+27億円
（+3.6%）

営
業
収
益

営
業
利
益

当
期
純
利
益

（上期） （下期）

東証Ｇ
155億円

大証 33億円

（上期） （下期）

東証Ｇ
95億円

大証 20億円

（通期）

東証Ｇ 91億円

大証 83億円

（通期）

東証Ｇ 63億円

大証 54億円

※ 大証の上期を加算：188億円 175億円
+12億円
（+7.3%）

※ 大証の上期を加算：115億円 117億円
△2億円
（-2.3%）

「JPXの業績予想に大証上期業績を加算した数値」と、「前期の東証Gと大証の業績の合計値」との比較

ＪＰＸ

ＪＰＸ

ＪＰＸ

1

別添資料

本資料は、日本取引所グループの業績予想のイメージをもって頂くために、あくまで参考として、日本取引所グループの業績予想に大証の上期を加算した数値と、東証G及び大証の前期
通期実績の単純合計との比較を行ったものです。実際の情報とは必ずしも一致しない場合がありますので、予め御承知おきください。



中期経営計画（2014年3月期-2016年3月期）の基本方針

株式会社日本取引所グループ
2013年1月30日



重点戦略

1

統合効果の早期実現

 市場・清算機能やシステムの統合を早期・円滑に実施

 当グループ及び市場利用者双方にとってのシナジーを早期実現（コスト削減等）

新しい日本株市場の創造

 日本株の魅力向上

 魅力の高い銘柄にフォーカスした新たな
株価指数の開発等

 コーポレートガバナンスの向上に係る制
度・環境の整備

 市場の利便性・価格安定性の向上を図
るための市場ルールの見直し

 ETF/J-REITの多様化促進

 日本株市場の魅力向上に向けた政策
提言・情報発信の強化

 IPO促進

 IPO促進を通じた企業成長支援の強化

デリバティブ市場の拡大

 総合取引所化の取組み

 商品の多様化のためのコモディティ
分野への進出

 新規商品開発等

 汎アジア地域やエマージング市場を
対象とした商品の導入・振興

 市場環境の変化を踏まえた国債関連
商品の拡充・強化

 OTCデリバティブ規制の本格実施を見

据えた取引所デリバティブ市場の見
直し

取引所ビジネス領域の拡大

 清算ビジネスの拡大

 新たなOTC商品の取込み

 新たな商品プラットフォーム
の整備等

 アジア諸国のインフラ資金需要に対
応したプロ向け債券市場等の活用・
振興

 アジア新興国取引所へのノウハウ
の提供・技術支援

 ITインフラの強化

 次期arrowhead構築、コロケーションサービスの拡充、arrownetのグローバル延伸等

 投資家層拡大・投資促進に向けた営業強化

 ＋YOUプロジェクトを通じた個人投資家の裾野拡大、両取引所の商品・顧客基盤を活用した国内外機関投資家への営業強化等

 マーケットの変化に即した的確な自主規制機能の発揮

中期経営計画（2013年3月下旬公表予定）における経営財務目標の達成



 現物市場を東京証券取引所に集約

 売買システムをarrowheadに統合（立会外はToSTNeT）

 現物市場を、市場第一部、市場第二部、マザーズ、
JASDAQ、TOKYO PRO MARKETで構成（大証一部・二部
上場会社は東証一部・二部市場に移管）

 自主規制機能を東証自主規制法人に集約

 現物市場の統合に合せて、デリバティブ市場の自主
規制機能も含めて移管

 清算機能を日本証券クリアリング機構に集約

 リスク管理機能の更なる向上

 証拠金の一本化実現により、取引参加者の資金効率
向上と流動性増加を図る

 2014年3月期中にグループ内の市場・清算機能を順次集約

市場・清算機能の統合

2014年3月期2013年3月期

経
営
統
合

4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

 デリバティブ市場を大阪証券取引
所に集約

 取引システムをJ-GATE（NASDAQ-OMX
社 Click XTを採用）に統合

 日経225関連、TOPIX関連、国債関連を

含む幅広いデリバティブ商品が同一の
プラットフォームで取引可能に

 TOPIX先物、国債先物等について、夜間
取引の更なる延長も可能に

2013年7月 2014年3月

2



3

統合によるシステム関連コストシナジー

2012年12月～2014年3月
旧東証デリバティブシステムの加速償却

12億円程度
23億円程度

70億円程度

（注）システム関連コスト：システム維持・運営費、減価償却費等のシステムに関連する費用

2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期

2012年9月～2013年7月
旧大証現物システムの加速償却

2013年3月期

システム関連コストシナジー発現加速償却による
減価償却費の増加

 2016年3月期にシステム関連コストシナジー年間70億円程度（ 2012年3月期比）の実現を目指す

2013年7月
現物システムの統合

2014年3月
デリバティブシステムの統合



現物市場統合（2013年7月）及びデリバティブ市場統合
（2014年3月）に伴い、以下の減収が見込まれる。

 取引料の減収（重複基本料等の減額）

 現物・デリバティブ市場統合以降に発生

減収試算：△12億円程度

 上場関係収入の減収（重複上場解消に伴う減額）

 現物市場統合以降に発生

減収試算：△5億円程度

 情報関係収入の減収（重複解消に伴う減額）

 現物・デリバティブ市場統合以降に発生

減収試算：△8億円程度

（注1）上記試算は、2012年12月末時点までの実績値等をもとに

試算したものであり、両市場統合後の年間ベースの金額を記載
している。なお、実際に発生する金額は試算と異なる可能性が
ある。

（注2）取引料の減収は、現物に係る影響のみ試算しており、デ
リバティブに係る影響は含めていない。

（注3）2014年3月期については本減収が始まるのは7月以降

4

統合による収益への影響

 取引料の増収（取引の増加）

 同一プラットフォームで取引可能な商品の増加によ
る参加者・投資家の利便性の向上

 流動性向上による新規上場銘柄、新規投資家の増
加

 デリバティブについては、清算機関の統合による担
保効率向上に伴うポジション拡大

 双方の基盤活用によるマーケティング活動の強化

 上場関係収入の増加

 市場魅力向上に伴う国内外企業のIPO・新規上場
の増加

 情報関係収入の増加

 提供情報の多様化による情報提供サービスへの需
要拡大

 新商品開発

 両社の市場基盤を活用した新商品の開発

増収要因 減収要因

利用者にとっては利用コストの低下利便性向上によるビジネス拡大



 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪証証券取引所所との現現物市場の

平 成 ２

株式会社

の統合に伴

５ 年 １ 月

社東京証券

伴う関連諸

３ ０ 日 

券取引所 
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大阪証券取引所との現物市場の統合に伴う関連諸制度の整備について 

 

平成２５年１月３０日 

株式会社東京証券取引所 

 

Ⅰ 趣旨 

 本年１月１日の株式会社日本取引所グループの発足を受け、市場機能の集約及び売買システムの統一による速やかなシナジーの実現のため、同グループ

の子会社である株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）と株式会社大阪証券取引所（以下「大証」といいます。）では、本年７月１６日付で

大証の現物市場を東証の現物市場に統合いたします。 

上記の現物市場の統合にあたり、大証の市場第一部・第二部（以下「大証本則市場」といいます。）に上場している銘柄を東証の市場第一部・第二部

（以下「東証本則市場」といいます。）に上場するとともに、大証のＪＡＳＤＡＱに上場している銘柄を新設する東証のＪＡＳＤＡＱに上場するほか、現

在、大証に上場しているその他の現物商品を新たに東証市場でも取り扱うこととするなど、東証の上場制度、取引参加者制度及び売買制度等について所要

の整備を行います。 

 

Ⅱ  概要 

項 目 内   容 備   考 

１．上場制度   

（１）本則市場   

ａ．統合に伴う上場

銘柄の引継ぎ 

・本制度改正の実施日（以下「統合日」といいます。）の前日において東証

に上場していない大証本則市場の上場銘柄（以下「大証単独上場銘柄」

といいます。）は、統合日において東証本則市場に上場することとしま

す。 

・大証単独上場銘柄のうち、統合日前日に大証において市場第一部に指定

されていたものについては、統合日において東証の市場第一部銘柄に指

定します。 

・統合日前日に東証本則市場と大証本則市場の双方に上場している銘柄

（以下「統合時重複上場銘柄」といいます。）のうち、東証の市場第二部

・統合日における大証単独上場銘柄の上場手続き及び

統合時重複上場銘柄の上場市場区分の選択の手続き

については、経過措置において定めます。 

・大証単独上場銘柄は、統合日以後、大証における上

場日から東証本則市場に上場していたものとみなし

ます。 

※大証の「社会資本整備市場」に関する上場制度につ

いては、市場統合時には引き継がないものとし、今

後具体的な上場検討事例が生じた時点で、改めて制
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項 目 内   容 備   考 

銘柄であって、大証の市場第一部銘柄であるものについては、統合日に

おいて、東証の市場第一部又は市場第二部のいずれかを上場市場区分と

して、当該銘柄の発行者が選択するものとします。 

 

度整備の検討を行うものとします。 

 

ｂ．上場審査基準 ・東証の現行制度を踏襲します。 ・統合日前に大証本則市場への新規上場申請を行った

者については、東証本則市場に新規上場申請を行っ

たものとみなし、大証の株券上場審査基準に準ずる

基準に基づいて審査を行う旨を経過措置において定

めます。 

・提出書類の簡素化など上場審査手続きについて利便

性向上のための見直しを併せて行います。 

 

ｃ．上場廃止基準 ・東証の現行制度を踏襲します。 

 

・大証単独上場銘柄（平成２５年１月３１日以後統合

日以前に東証に上場廃止申請を行って上場廃止と

なったもの及び統合日の翌日以後に市場第一部銘柄

の指定を受けたものを除く。）については、統合日

から３年を経過するまでの間、大証の現行基準を適

用する旨を経過措置において定めます（詳細につい

ては別添１参照）。 

・大証単独上場銘柄のうち、統合日前日において、大

証が、株券上場廃止基準に係る猶予期間入りとして

いる銘柄又は監理銘柄（確認中）若しくは監理銘柄

（審査中）に指定している銘柄については、原則と

して、統合日において東証がその内容を引き継ぎま

す。 

・大証単独上場銘柄のうち、統合日前日において、大
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項 目 内   容 備   考 

証が、整理銘柄に指定しているものについては、整

理銘柄への指定に際して大証が定めた上場廃止日の

前日までの期間に限り、東証本則市場に上場するも

のとします。この場合において、東証は、当該銘柄

を統合日において整理銘柄に指定するものとしま

す。 

 

ｄ．市場第一部銘柄

指定基準・市場第

一部銘柄から市場

第二部銘柄への指

定替え基準 

 

・東証の現行制度を踏襲します。 ・統合日前に大証に対して市場第一部銘柄への指定申

請又は市場第二部への指定替え申請を行った者につ

いては、東証にこれらの申請を行ったものとみな

し、大証の市場第一部銘柄指定基準に準ずる基準に

基づいて審査を行う旨等を経過措置において定めま

す。 

・統合日前日において、大証が、指定替え基準に係る

猶予期間入りとしている銘柄については、統合日に

おいて東証がその内容を引き継ぎます。 

 

ｅ．上場関係料金 ・東証の現行制度を踏襲します。 

 

・大証単独上場銘柄（平成２５年１月３１日以後統合

日以前に東証に上場廃止申請を行って上場廃止と

なったもの及び統合日の翌日以後に市場第一部銘柄

の指定を受けたものを除く。）については、統合日

から３年を経過するまでの間、統合日の直前に適用

された年賦課金の額をもって年間上場料の額とする

など、相応の経過措置を設けます（詳細については

別添２参照）。 

・大証単独上場銘柄が新たに発行する株券（株式の転
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項 目 内   容 備   考 

換又は新株予約権の行使等により新たに発行される

株券を除きます。）のうち、統合日前に発行決議が

行われ、上場日が統合日以後となるものの上場手数

料については、大証の徴収標準に準じて課金する旨

を経過措置において定めます。 

 

（２）ＪＡＳＤＡＱ市

場 

・東証においてＪＡＳＤＡＱを新設します。 

・統合日前日において大証のＪＡＳＤＡＱに上場している銘柄（以下、「大

証ＪＡＳＤＡＱ銘柄」といいます。）は、統合日において東証のＪＡＳＤ

ＡＱ（以下「東証ＪＡＳＤＡＱ」といいます。）に上場することとしま

す。ただし、統合日前日において東証本則市場と大証のＪＡＳＤＡＱ、

又は東証のマザーズと大証のＪＡＳＤＡＱに重複して上場している銘柄

（以下「ＪＡＳＤＡＱ重複上場銘柄」といいます。）については、東証本

則市場若しくは東証ＪＡＳＤＡＱのいずれか一方、又は東証のマザーズ

若しくは東証ＪＡＳＤＡＱのいずれか一方を上場市場として、統合日に

おいて当該銘柄の発行者が選択するものとします。 

 

・東証ＪＡＳＤＡＱは、東証の開設する金融商品取引

市場における市場区分とします。統合後における東

証の市場区分は、本則市場のうちの市場第一部及び

市場第二部、マザーズ並びにＪＡＳＤＡＱの４区分

となります。 

・東証ＪＡＳＤＡＱは、多様な業態・成長段階の企業

に対し、より広範な上場と資金調達の途を開き、

もって幅広い産業の育成に資するとともに、投資者

に多様な投資対象を提供することを目的とします。 

・東証ＪＡＳＤＡＱには、内訳区分としてスタンダー

ド区分とグロース区分を設けることとします。大証

ＪＡＳＤＡＱ銘柄（ＪＡＳＤＡＱ重複上場銘柄で

あって、統合日において東証ＪＡＳＤＡＱを上場市

場として選択しなかったものを除きます。）のう

ち、統合日前日において、スタンダードに上場して

いるものについては東証ＪＡＳＤＡＱのスタンダー

ド区分に、グロースに上場しているものについては

東証ＪＡＳＤＡＱのグロース区分にそれぞれ上場す

るものとします。 

・統合日以後においては、東証本則市場と東証ＪＡＳ
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項 目 内   容 備   考 

ＤＡＱ及びマザーズと東証ＪＡＳＤＡＱとの間の重

複上場はできないこととします（市場区分の変更に

ついては、別に定める上場市場の変更の手続きによ

るものとします。）。 

・統合日における大証ＪＡＳＤＡＱ銘柄（ＪＡＳＤＡ

Ｑ重複上場銘柄を除きます。）の上場手続き及び統

合日におけるＪＡＳＤＡＱ重複上場銘柄の上場市場

の選択の手続きについては、経過措置において定め

ます。 

・大証ＪＡＳＤＡＱ銘柄（ＪＡＳＤＡＱ重複上場銘柄

を除きます。）は、統合日以後、大証における上場

日から東証ＪＡＳＤＡＱに上場していたものとみな

します。 

・出資証券（特別の法律により設立された法人の発行

する出資証券をいいます。）のうち、大証ＪＡＳＤ

ＡＱ銘柄であるものについては、統合日において東

証ＪＡＳＤＡＱに上場するものとします。なお、出

資証券に関する取扱いについては、大証の現行制度

を踏襲します。 

 

ａ．上場審査基準・

上場廃止基準 

 

・原則として、大証の現行制度を踏襲します。 

 

・「浮動株式数」の定義については、「流通株式数」に

置き換えるものとします。 

・スタンダード区分からグロース区分又はグロース区

分からスタンダード区分への内訳区分の変更につい

ては、大証の現行制度を踏まえて新設するＪＡＳＤ

ＡＱ内訳区分変更審査基準によるものとします。 
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項 目 内   容 備   考 

・統合日前に大証のＪＡＳＤＡＱへの新規上場申請を

行った者については、東証ＪＡＳＤＡＱへの新規上

場申請を行ったものとみなして取り扱う旨を経過措

置において定めます。 

・大証ＪＡＳＤＡＱ銘柄（ＪＡＳＤＡＱ重複上場銘柄

であって、統合日において東証ＪＡＳＤＡＱを上場

市場として選択しなかったものを除きます。）のう

ち、 統合日前日において、大証が、ＪＡＳＤＡＱ

における有価証券上場規程に定める上場廃止基準に

係る猶予期間入りとしている銘柄又は監理銘柄（確

認中）若しくは監理銘柄（審査中）に指定している

銘柄については、原則として、 統合日において東

証がその内容を引き継ぎます。 

・大証ＪＡＳＤＡＱ銘柄（ＪＡＳＤＡＱ重複上場銘柄

であって、統合日において東証ＪＡＳＤＡＱを上場

市場として選択しなかったものを除きます。）のう

ち、統合日前日において、大証が、整理銘柄に指定

しているものについては、整理銘柄への指定に際し

て大証が定めた上場廃止日の前日までの期間に限

り、東証ＪＡＳＤＡＱに上場するものとします。こ

の場合において、東証は、当該銘柄を統合日におい

て整理銘柄に指定するものとします。 

※大証がＪＡＳＤＡＱにおける有価証券上場規程にお

いて規定する幹事取引参加者及び公認会計士等に協

力を求めることができる旨の規定は、東証における

現行の取扱いを踏襲し、統合後は引き継がないもの
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項 目 内   容 備   考 

とします。 

 

ｂ．上場関係料金 ・原則として、大証の現行制度を踏襲します。 

 

※東証ＪＡＳＤＡＱに上場する銘柄のＴＤｎｅｔ利用

料については、統合日から３年経過後を目途に見直

しの検討を行うものとします。 

 

（３）上場市場の変更 ・東証ＪＡＳＤＡＱから本則市場又はマザーズへの上場市場の変更、及び

本則市場又はマザーズから東証ＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変更の制度

を新設します。 

 

・上場市場の変更に際しては変更後の市場に係る上場

審査基準に準じて東証が定める基準に基づき審査を

行います。 

・上場市場の変更申請日の概ね３年前の日以後に上場

した銘柄であって、新規上場時から会社の事業内

容、内部管理体制等に大きな変更がない場合の上場

市場の変更審査においては、新規上場後の状況を中

心に確認します。 

・東証ＪＡＳＤＡＱから本則市場への上場市場の変更

の際に、上場市場の変更申請に係る株券等の市場第

一部への指定を申請する場合には、市場第二部銘柄

の市場第一部銘柄への指定に係る形式要件を適用し

ないものとします。 

・上場市場の変更審査料は次のとおりとします。 

①東証ＪＡＳＤＡＱから本則市場への変更 ４００

万円（外国株の場合は２００万円） 

②東証ＪＡＳＤＡＱからマザーズへの変更 ２００

万円（外国株の場合は１００万円） 

③本則市場又はマザーズから東証ＪＡＳＤＡＱへの

変更 １００万円 
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項 目 内   容 備   考 

・上場市場の変更が承認された場合に支払う上場市場

変更料は、次のとおりとします。 

①東証ＪＡＳＤＡＱから本則市場への変更 

 本則市場の新規上場料の額から６００万円を控除

した額 

②東証ＪＡＳＤＡＱからマザーズへの変更  

上場市場変更料は要しないものとします。  

③マザーズから東証ＪＡＳＤＡＱへの変更 

東証ＪＡＳＤＡＱの新規上場料の額から、マザー

ズへの上場時に支払った新規上場料等の額を控除

した額 

④本則市場から東証ＪＡＳＤＡＱへの変更 

上場市場変更料は要しないものとします。  

・大証ＪＡＳＤＡＱ銘柄の発行者のうち、統合日前に

東証の本則市場又はマザーズへの新規上場申請を

行った者については、統合日以後、上場市場の変更

申請を行ったものとみなして取り扱う旨を経過措置

において定めます。 

 

（４）会社情報の適時

開示 

・東証の現行制度を踏襲します。 

・ただし、東証ＪＡＳＤＡＱのグロース区分の上場銘柄については、３か

年の経営計画（以下「中期経営計画」といいます。）の策定及び当該中期

経営計画に基づく投資者向け説明会の実施（投資者向け説明会の開催に

相当する活動の実施を含む。）を義務づけることとします。 

 

※大証における現行の取扱いを踏襲するものです。 

※大証が上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示

等に関する規則において定める「調査委員会の設

置」に関する規定及び「公認会計士等による事情説

明への協力義務」（契約期間中に退任する場合）に

関する規定については、東証における現行の取扱い
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項 目 内   容 備   考 

を踏襲し、統合後は引き継がないものとします。 

・大証単独上場銘柄及び大証ＪＡＳＤＡＱ銘柄（ＪＡ

ＳＤＡＱ重複上場銘柄を除きます。）の発行者は、

統合日後最初に終了する事業年度に係る定時株主総

会の日後遅滞なく、社外役員の取引関係、相互就任

関係、寄付関係を記載したコーポレート・ガバナン

ス報告書を提出するものとします。 

 

（５）企業行動規範 ・東証の現行制度を踏襲します。 

・ただし、東証ＪＡＳＤＡＱのグロース区分の上場銘柄にあっては、次の

①～④について、上場日から１年を経過した日以後最初に終了する事業

年度（①にあっては、上場日以後最初に終了する事業年度）に係る定時

株主総会の日まで適用を免除します。 

①独立役員の確保 

②取締役会、監査役会又は委員会及び会計監査人の設置 

③監査証明を行う公認会計士等への会計監査人の選任 

④業務の適正を確保するために必要な体制の整備に係る決定 

 

 

※大証における現行の取扱いを踏襲するものです。 

 

（６）実効性確保措置 ・東証の現行制度を踏襲します。 

 

※東証ＪＡＳＤＡＱの上場銘柄に対しても上場契約違

約金制度が適用されることとなります。 

 

（７）優先株等、債券

及び転換社債型新株

予約権付社債券に関

する取扱い 

 

・東証の現行制度を踏襲します。 

・統合日前日において、大証に上場する優先株等、債券又は転換社債型新

株予約権付社債券のうち東証に上場していないものについては、統合日

において東証に上場するものとします。 
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（８）受益証券及び投

資証券その他新商品

に関する取扱い 

 ※大証の「カバードワラント」に関する上場制度につ

いては、統合後は引き継がないものとします。 

ａ．ＥＴＮ（外国指

標連動証券） 

・東証の現行制度を踏襲します。 

 

・上場規則上の名称を「ＥＴＮ」に一本化します。 

※大証の上場制度において定める有担保ＥＴＮについ

て財務基準等を非適用とする取扱いについては、市

場統合時には引き継がないものとし、今後具体的な

上場検討事例が生じた時点で、改めて制度整備の検

討を行うものとします。 

 

ｂ．ＥＴＦ ・東証の現行制度を踏襲します。 

・統合日前日において東証に上場していない大証ＥＴＦ市場の上場銘柄

（以下「大証単独上場ＥＴＦ銘柄」といいます。）は、統合日において東

証ＥＴＦ市場に上場することとします。 

※大証の上場制度において定めるＥＴＦ流動性向上プ

ログラムについては、統合後は引き継がないものと

します。 

・大証単独上場ＥＴＦ銘柄のうち、大証が、ＥＴＦに

関する有価証券上場規程の特例の施行規則の改正付

則において規定する「平成１９年３月１５日前にお

いて上場されているＥＴＦに係る追加上場時の上場

手数料及び年賦課金」の取扱いの適用を受けている

ものについては、統合日から３年を経過するまでの

間、統合日の直前に適用された年賦課金の額をもっ

て年間上場料の額とするなど、相応の経過措置を設

けます（詳細については別添３参照）。 

・大証単独上場ＥＴＦ銘柄は、統合日以後、大証にお

ける上場日から東証ＥＴＦ市場に上場していたもの

とみなします。 

・大証単独上場ＥＴＦ銘柄のうち、統合日前日におい
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項 目 内   容 備   考 

て、大証が、ＥＴＦに関する有価証券上場規程の特

例に定める上場廃止基準に係る猶予期間入りとして

いる銘柄又は監理銘柄（確認中）若しくは監理銘柄

（審査中）に指定している銘柄については、原則と

して、統合日において東証がその内容を引き継ぎま

す。 

・大証単独上場ＥＴＦ銘柄のうち、統合日前日におい

て、大証が、整理銘柄に指定しているものについて

は、整理銘柄への指定に際して大証が定めた上場廃

止日の前日までの期間に限り、東証ＥＴＦ市場に上

場するものとします。この場合において、東証は、

当該銘柄を統合日において整理銘柄に指定するもの

とします。 

 

ｃ．不動産投資信託

証券 

 

・東証の現行制度を踏襲します。 

 

 

ｄ．カントリーファ

ンド（外国投資証

券） 

・東証においてカントリーファンド市場を新設します。 

・統合日前日において大証のカントリーファンド市場に上場している銘柄

（以下「大証カントリーファンド市場上場銘柄」といいます。）は、統合

日において東証のカントリーファンド市場（以下「東証カントリーファ

ンド市場」といいます。）に上場することとします。 

・原則として、大証の現行制度を踏襲します。ただし、市場の信頼性・利

便性向上の観点から、次の見直しを行うこととします。 

① 予備申請制度を新たに設けることとします。 

② 不動産投資信託証券の上場制度と同様に、上場申請者に資産運用

・上場規則上の名称を「カントリーファンド」とし、

上場対象とする有価証券の定義を新設します。 

・大証カントリーファンド市場上場銘柄は、統合日以

後、大証における上場日から東証カントリーファン

ド市場に上場していたものとみなします。 
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項 目 内   容 備   考 

会社を加えるほか、資産運用会社に関する上場審査基準・適時開示

基準・上場廃止基準を新たに設けることとします。 

③ 新規上場、適時開示及び上場廃止に関して実質的な判断を伴う部

分についてのガイドラインを新設し、その作成、変更及び廃止に関

する業務を自主規制法人に対して委託することとします。 

 

ｅ．ベンチャーファ

ンド 

・東証においてベンチャーファンド市場を新設します。 

・統合日前日において大証のベンチャーファンド市場に上場している銘柄

（以下「大証ベンチャーファンド市場上場銘柄」といいます。）は、統合

日において東証のベンチャーファンド市場（以下「東証ベンチャーファ

ンド市場」といいます。）に上場することとします。 

・原則として、大証の現行制度を踏襲します。ただし、市場の信頼性・利

便性向上の観点から、次の見直しを行うこととします。 

① 予備申請制度を新たに設けることとします。 

② 新規上場、適時開示及び上場廃止に関して実質的な判断を伴う部

分についてのガイドラインを新設し、その作成、変更及び廃止に関

する業務を自主規制法人に対して委託することとします。 

 

・上場規則上の名称を「ベンチャーファンド」とし、

上場対象とする有価証券の定義を新設します。 

・大証ベンチャーファンド市場上場銘柄は、統合日以

後、大証における上場日から東証ベンチャーファン

ド市場に上場していたものとみなします。 

 

ｆ．新商品に関する

実効性確保措置 

・東証の現行制度を踏襲します。 ※東証カントリーファンド市場及び東証ベンチャー

ファンド市場の上場銘柄に対しても上場契約違約金

制度が適用されることとなります。 

 

ｇ．新商品に関する

上場規則の再構成 

・ＥＴＦに関する規則と、ＥＴＦ以外のファンドに関する規則について、

定義規定を設けて用語の整理を行うとともに、それぞれを一つの編とし

てまとめ、「第５編 ＥＴＦ」及び「第６編 ファンド」として再構成す

ることとします。 
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項 目 内   容 備   考 

２．取引参加者制度の

整備について 

  

（１）市場統合に際し

ての取引資格の取扱

い 

・東証の現行制度を踏襲します。 

・総合取引参加者は、東証ＪＡＳＤＡＱに上場する有価証券の売買も行う

ことができることとします。 

 

 

・統合日前日の時点で東証の総合取引資格を有しない、大証の現物取引参

加者又はジャスダック取引参加者（以下「旧大証現物参加者」という。）

に対して、当取引所の市場において、有価証券の売買を行うための取引

資格（以下「現物取引資格」という。）を統合日に付与します。 

 

 

 

・有価証券オプション取引を行う総合取引参加者及び有価証券オプション

取引参加者は、株式会社日本証券クリアリング機構における指数先物等

清算資格の取得又は指数先物等他社清算参加者との間で同機構の業務方

法書に規定する清算受託契約の締結をしなければならないものとしま

す。 

 

・取引参加権の譲渡、入会金、信認金・取引参加者

保証金及び各種届出事項等の取扱いは現行制度と

同様とします。 

※大証におけるＩＰＯ取引資格制度については、統

合後は引き継がないものとします。 

・現物取引資格は、旧大証現物参加者のみを対象に

新設する取引資格です。当該取引資格の付与に係

る入会金及び資格審査料は免除します。 

・当該取引資格の付与に当たっては、 旧大証現物参

加者の財務状況が東証の取引参加者規程第３５条

第２項各号の規定に該当しないことを条件としま

す。 

※同機構の有価証券オプション清算資格が指数先物

等清算資格に統合されることに伴う制度改正で

す。 

 

 

（２）取引参加料金 ・東証の現行制度を踏襲します。 

・ただし、東証ＪＡＳＤＡＱの立会取引に係る取引参加料金については、

大証のＪＡＳＤＡＱに係る取引参加料金制度を踏襲します。 
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項 目 内   容 備   考 

３．売買制度の整備に

ついて 

  

（１）売買制度 ・東証の現行制度を踏襲します。 

・ただし、東証ＪＡＳＤＡＱに上場する出資証券の配当落等の期日につい

ては、大証のＪＡＳＤＡＱの現行制度における取扱いを踏襲します。 

 

・立会外取引、自己株買付取引及び立会外分売等そ

の他の取引についても、東証の現行制度を踏襲し

ます（東証ＪＡＳＤＡＱの上場銘柄に係る立会外

分売の売付注文の最低数量については、市場第二

部銘柄及びマザーズ上場銘柄と同様とします）。 

・取引時間の取扱いについても、現行の東証の取引

時間の取扱いを踏襲します。 

※大証のＪＡＳＤＡＱのリクイディティ・プロバイ

ダー制度については、統合後は引き継がないもの

とします。 

・債券、転換社債型新株予約権付社債券及び交換社

債券の売買制度についても、東証の現行制度を踏

襲します。 

・東証カントリーファンド市場の売買制度について

は、東証の外国株券に係る取扱いと同様としま

す。 

・東証ベンチャーファンド市場の売買制度について

は、東証の不動産投資信託証券に係る取扱いと同

様とします。 

 

（２）信用取引・貸借

取引制度 

ａ．統合に伴う制度

信用銘柄・貸借銘

 

 

・大証単独上場銘柄又は大証ＪＡＳＤＡＱ銘柄（ＪＡＳＤＡＱ重複上場銘

柄を除きます。）のうち、統合日前日に制度信用銘柄又は貸借銘柄である

 

 

・大証単独上場銘柄又は大証ＪＡＳＤＡＱ銘柄（Ｊ

ＡＳＤＡＱ重複上場銘柄を除きます。）のうち、統
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項 目 内   容 備   考 

柄の引継ぎ 

 

 

 

 

ものについては、統合日において、それぞれ東証の制度信用銘柄又は貸

借銘柄に選定します。 

・統合時重複上場銘柄又はＪＡＳＤＡＱ重複上場銘柄のうち、統合日前日

に大証においてのみ貸借銘柄に選定されている銘柄については、統合日

において東証の貸借銘柄に選定します。 

・新設される東証カントリーファンド市場及び東証ベンチャーファンド市

場の上場銘柄についても、制度信用取引・貸借取引の対象とします。 

 

合日前日において、貸借銘柄の選定取消しに係る

猶予期間内にある銘柄であり、当該猶予期間に

入った日の前日において、株主数又は浮動株式数

の基準に該当していたものについては、その内容

を引き継ぎます。 

・不動産投資信託証券に準じた選定基準を設けま

す。 

 

ｂ．制度信用銘柄の

選定及び選定取消

し基準 

 

・制度信用銘柄に係る選定基準を現行の大証の基準に準じた基準に変更

し、債務超過でない銘柄については、制度信用銘柄に選定することとし

ます。 

 

 

 

 

・制度信用銘柄のうち直近事業年度において債務超過になった銘柄は、選

定を取り消します。 

 

・直接新規上場銘柄は初値決定日の翌日に、それ以

外の新規上場銘柄は、上場日に制度信用銘柄に選

定します。 

・統合日の前日において東証に上場する非制度信用

銘柄のうち、直前事業年度の末日に債務超過でな

いものについては、統合日に制度信用銘柄に選定

します。 

・統合日以降に終了する事業年度の末日において、

債務超過となった銘柄から適用します。 

・債務超過であることが確認された後、猶予期間を

経ずに、速やかに取り消します。 

 

ｃ．貸借銘柄の選定

及び選定取消し基

準 

 

・現行の東証の基準を踏襲します。 

 

・上記ａ．により選定された貸借銘柄について、統

合日から１年を経過するまでの間に事業年度の末

日が到来した銘柄は、現行の大証の浮動株式数及

び株主数等の基準により、選定取消しの猶予期間

入りの確認を行います。 

・上記ｂ．により制度信用銘柄の選定を取り消され
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項 目 内   容 備   考 

た貸借銘柄については、貸借銘柄の選定を取り消

します。 

 

ｄ．指定証券金融会

社 

 

・指定証券金融会社について、１社を指定します。 

 

 

 

ｅ．規制措置等に係

るガイドライン 

 

・市場統合前の東証のガイドラインを踏襲します。 

・大証単独上場銘柄について統合日前日において、大証で行われている措

置については、統合日において東証が引き継ぎます。 

 

 

・ガイドラインにおける複数日連続して該当するこ

とが条件の基準については、統合日前日までの大

証での売買に遡って統合後のガイドラインによる

該当又は解除の判断を行います。 

 

ｆ．信用取引残高の

公表 

 

・大証単独上場銘柄については、統合日に東証に新規上場した銘柄として

取り扱います。 

 

・「信用取引現在高（一般信用取引・制度信用取引

別）」において、東証ＪＡＳＤＡＱ銘柄は市場第

二部に集計し、東証ＪＡＳＤＡＱ単独での信用取

引現在高の公表は行いません。 

・統合時重複上場銘柄又はＪＡＳＤＡＱ重複上場銘

柄の大証における信用取引残高は、統合日以降、

東証の信用取引残高として取り扱います。 

・三市場分として公表している数値については、統

合日以降、株式会社名古屋証券取引所との二市場

の数値を合算して公表します。 

 

４．売買システムの整

備について 

 

・現物市場に係る売買システムは、東証の売買システムを利用すること

とします。 

 

・立会取引については arrowhead を利用すること

とします。 

・立会外取引（単一銘柄取引、バスケット取引、
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終値取引及び自己株式立会外買付取引）及び立

会外分売については ToSTNeT システムを利用す

ることとします。 

※株券、転換社債型新株予約権付社債券及び交換

社債券の当日決済取引並びに債券の売買につい

ては、現行の東証と同様、売買システムによる

売買以外の売買とします。 

 

５．その他 

（１）先物・オプショ

ン取引口座設定約諾

書 

 

 

・大証上場の先物・オプション取引に係る清算機関を株式会社日本証券ク

リアリング機構に統合することを受けて、東証の先物・オプション取引

口座設定約諾書について、大証の同約諾書と統一化することとし、所要

の改正を行います。 

 

 

 

 

 

 

（２）その他 

 

・その他所要の改正を行うものとします。 

 
 

 

Ⅲ  実施時期（予定） 

・平成２５年７月１６日に実施します。 

 

以   上 
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本則市場の大証単独上場銘柄に対する上場廃止基準の適用に関する経過措置 

 

１．株主数、流通株式数、流通株式時価総額に係る上場廃止基準 

項 目 統合日から３年以内に終了する事業年度 

の末日において適用される基準 

統合日から３年経過後に終了する事業年度 

の末日において適用される基準1 

（１）株主数 ・１５０人未満である場合において、１年以内に１５０人以上に

ならないとき 

・４００人未満である場合において、１年以内に４００人以上に

ならないとき 

 

（２）流通株式数 ・１，０００単位未満である場合において、１年以内に１，００

０単位以上とならないとき 

・２，０００単位未満である場合において、１年以内に２，００

０単位以上とならないとき 

 

（３）流通株式時価総額 ・２億５，０００万円未満である場合において、１年以内に２億

５，０００万円以上とならないとき2 

・５億円未満である場合において、１年以内に５億円以上となら

ないとき 

 

 

２．売買高、時価総額、破産等に係る上場廃止基準 

項 目 統合日から３年経過以前に適用される基準 統合日から３年経過後に適用される基準 

（１）売買高  

・１２月末日以前１年間における月平均売買高が５単位未満であ

る場合（大阪証券取引所における売買高も含めて計算する。） 

・次の①又は②に該当する場合 

①毎年の１２月末日以前１年間における月平均売買高が１０単

位未満である場合3 

                             
1 ３月期決算会社の場合、平成２９年３月期から適用し、例えば、（１）の株主数に係る基準では、平成２９年３月期の株主数が４００人を下回る場合にお

いて、平成３０年３月期までに４００人以上にならないときに上場廃止となります。平成２８年３月期の株主数が１５０人を下回る場合において、平成２９

年３月期の株主数が１５０人以上４００人未満となった場合は、引き続き１年間の猶予期間に入ることとなります。（２）の流通株式数及び（３）の流通株

式時価総額の適用のタイミングについても同様です。 
2 大証における現行の取扱いを踏襲し、平成２５年１２月末までの間は、「２億５，０００万円」を「１億５，０００万円」に変更して適用します。 
3 平成２８年１２月末における審査から適用します。 

別添１ 
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項 目 統合日から３年経過以前に適用される基準 統合日から３年経過後に適用される基準 

②毎月の末日以前３か月間に売買が成立していない場合4 

（２）時価総額  

・５億円未満である場合において、９か月（事業計画の改善等を

記載した書面を提出しない場合は３か月）以内に５億円以上と

ならないとき5 

・次の①又は②に該当する場合6 

①１０億円未満である場合において、９か月（事業計画の改善

等を記載した書面を提出しない場合は３か月）以内に１０億

円以上とならないとき 

②上場株券等の数に２を乗じて得た数値未満である場合におい

て、３か月以内に当該数値以上とならないとき 

 

（３）破産手続、再生手

続又は更生手続 

・破産手続、再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合又

はこれに準ずる状態になった場合。この場合において、再建計

画の開示を行った場合には、その翌日から起算して１か月間の

時価総額が５億円以上とならないとき 

・破産手続、再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合又

はこれに準ずる状態になった場合。この場合において、再建計

画の開示を行った場合には、その翌日から起算して１か月間の

時価総額が１０億円以上とならないとき7 

 

 

以  上 

 

                             
4 平成２８年７月末における審査から適用します。 
5 大証における現行の取扱いを踏襲し、平成２５年１２月末までの間は、「５億円」を「３億円」に変更して適用します。 
6 平成２８年７月の時価総額の審査から適用します。 
7 統合日から３年経過した日以後に再建計画の開示を行った場合の審査から適用します。 
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本則市場の大証単独上場銘柄1の上場関係料金に関する経過措置 

 

項 目 大証における現行料金体系 東証における料金体系 
大証単独上場銘柄 

に係る経過措置 

年間上場料 

（年賦課金） 

・上場株式数に応じて算出した年賦

課金を課金 

・年賦課金とは別枠でＴＤｎｅｔ利

用料８９，２５０円（消費税相当

額を含む。）を課金 

・上場時価総額と市場区分に応じて次の表により算

出される金額にＴＤｎｅｔ利用料１２万円を加算

した金額を年間上場料とし、その半額ずつを２月

末日及び８月末日に課金 

 

上場時価総額 市場第一部 市場第二部 

50億円以下 

～250億円 

～500億円 

～2,500億円 

～5,000億円 

5,000億円超 

96万円 

168万円 

240万円 

312万円 

384万円 

456万円 

72万円 

144万円 

216万円 

288万円 

360万円 

432万円 

   

・平成２８年８月以前を支払期日とす

る年間上場料は、統合日の直前に大

証において適用された年賦課金の額
23に、ＴＤｎｅｔ利用料８５，００

０円（税抜）を加算した金額に据え

置きます。 

・平成２５年８月末日を納入期日とす

る年間上場料は、同年７月から９月

までの期間に対応するものとして月

割計算します。 

新株上場に係る料金

（上場手数料） 

・上場手数料として、発行総額の万

分の６（新株予約権の行使等によ

るものは万分の１）に相当する額

を課金 

・新株が上場される場合に、発行総額の万分の８に

相当する額を課金 

・統合日前に発行決議が行われ、上場

日が統合日以後となる新株券（株式

の転換又は新株予約権の行使等によ

り新たに発行される株券を除きま

                             
1 平成２５年１月３１日以後統合日以前に東証に上場廃止申請を行って上場廃止となった銘柄及び統合日の翌日以後に市場第一部銘柄の指定を受けた銘柄を

除きます。 
2私的整理等を実施したことに伴い、統合日の直前の年賦課金支払いを免除された会社については、本来適用されるはずであった年賦課金の額を適用します。

ただし、統合日において３年の免除期間が終了していない場合は、当該期間内は引き続き支払いを免除します。 
3上場継続年数が２０年以上の場合の年賦課金の割引措置を受けている会社については、当該割引後の年賦課金の額を適用します。 

別添２ 
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項 目 大証における現行料金体系 東証における料金体系 
大証単独上場銘柄 

に係る経過措置 

す。）の上場に係る料金について

は、現行の大証の上場手数料の体系

により課金します。 

 

上場株券の発行又は

処分に係る料金 

・なし ・上場株券（上場株券に転換される非上場株券を含

みます）の発行又は処分が行われた場合に、発行

総額の万分の１に相当する額を課金 

・統合日前に発行又は処分の決議が行

われた場合は、課金の対象外としま

す。 

新株予約権の発行に

係る料金 

・なし ・新株予約権の発行が行われた場合に、「新株予約

権の発行価格に新株予約権の総数を乗じて得た金

額と新株予約権の行使に係る払込金額に新株予約

権の目的となる株式の数を乗じて得た金額の合計

金額」の万分の１に相当する額を課金 

・統合日前に発行決議が行われた新株

予約権については、課金の対象外と

します。 

売出しに係る料金 
・なし ・売出しが行われた場合に、売出金額の万分の１に

相当する額を課金 

・統合日前に売出しの決定が行われた

場合は、課金の対象外とします。 

合併等に係る料金 

・吸収合併等に際して発行する新株

式について、１株当たり資本組入

額を１株当たりの発行価格とみな

して、新たに上場する株式数を乗

じて得た金額の万分の６を上場手

数料として課金 

・吸収合併等が行われた場合に、「吸収合併等に際

して発行する株券等の数と交付する自己株式の株

券等の数との合計数に、当該吸収合併等の効力発

生日の売買立会における当該株券等の最終価格を

乗じて得た金額」の万分の２に相当する額を課金

・統合日前に吸収合併等の決議が行わ

れ、効力発生日が統合日以後となる

場合は、現行の大証の上場手数料の

体系により課金します。 

 

以  上 

 



大証単独上場ＥＴＦ銘柄の上場関係料金に関する経過措置 

 

 

項 目 大証における現行料金体系 東証における料金体系 経過措置 

年間上場料 

（年賦課金） 

・平均上場口数に応じて算出

した年賦課金を課金1 

・純資産総額の万分の０．７５に相当する額を課金 

・ただし、純資産総額が１兆円を超える場合は、純資

産総額から１兆円を減じて得た額の万分の０．５に

相当する額に７，５００万円を加算した額を課金 

・平成２８年８月以前を支払期日とする年

間上場料は、統合日の直前に大証におい

て適用された年賦課金の額に据え置きま

す。 

・平成２５年８月末日を納入期日とする年

間上場料は、同年７月から９月までの期

間に対応するものとして月割計算しま

す。 

追加上場料 

（追加上場時の上場

手数料） 

・受益権１売買単位につき

３０円 

・追加信託総額2の万分の０．７５に相当する額を課金 ・経過措置は行いません。（統合日より東証

における料金体系を適用します。） 

・平成２５年１２月末日を基準とする追加

上場料は、同年７月から１２月までの期

間に対応するものとして月割計算しま

す。 

 

以  上 

 

                             
1 平成１９年３月１５日前において上場されているＥＴＦが対象となっています。同日以後に上場したＥＴＦについては、東証における料金体系と同様の体

系により年賦課金を課金しています。 
2 毎年の１２月末日現在の純資産総額を基準とし、大証における新規上場日現在の純資産総額及び大証に新規上場した年から前年までの各年の１２月末日現

在の純資産総額のうち最大のものからの増加額を追加信託総額とみなして計算します。 
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クリアリング機構との清算機関の統合に伴う関連諸制度の整備について 

 
平成 25 年１月 30 日 
株式会社大阪証券取引所 

項  目 内  容 備  考 
Ⅰ 趣旨 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅱ 概要 
１ 清算機関の指定 
 
 

 本年１月１日の株式会社日本取引所グループの発足を受け，当社は，

本年７月 16 日付で当社上場の先物・オプション取引等（先物・オプ

ション取引及び取引所外国為替証拠金取引（以下「取引所ＦＸ取引」

という。）をいう。以下同じ。）に係る清算機関の株式会社日本証券

クリアリング機構（以下「クリアリング機構」という。）への統合を

予定していることを踏まえ，これに伴う当社の関連諸制度に所要の

整備を行う。 
 クリアリング機構との清算機関統合により，先物・オプション取引

に係る取引証拠金の一本化及び先物・オプション取引等に係る証拠

金・資金決済事務の一元化を実現し，もって投資者及び参加者の資

金効率の向上や清算参加者の事務負担の軽減を図ることとする。 
 
 
 
 
 
 当社は，当社上場の先物・オプション取引等に係る金融商品取引清

算機関として，クリアリング機構を指定する。 
 

 同日付で行う当社現物市場

の株式会社東京証券取引所

（以下「東証」という。）の

現物市場への統合（以下「現

物市場統合」という。）に伴

う当社の関連諸制度の整備

については，「東京証券取引

所との現物市場の統合に伴

う関連諸制度の整備につい

て（案）」（以下「現物市場

統合要綱」という。）を参照。 
 クリアリング機構は，株式

会社日本取引所グループが

約 92％の株式を保有する

子会社である。 
 
 クリアリング機構は，当社

上場の先物・オプション取

引等を清算対象取引に追加
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項  目 内  容 備  考 
 
 
 
 
 
 
 
２ 清算資格の取扱い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 取引参加者制度 
(1) 取引参加者の義務 

 

 
 
 
 
 
 
 
 当社の先物・オプション取引等に係る清算資格を廃止する。 
 クリアリング機構の先物・オプション取引に係る清算資格を有しな

い当社の先物・オプション清算参加者には，原則として，クリアリ

ング機構における指数先物等清算資格を付与する。 
 当社のＦＸ清算参加者には，原則として，クリアリング機構におい

て新設されるＦＸ清算資格を付与する。 
 上記のクリアリング機構の清算資格を付与する際は，当社の自社清

算資格を有する清算参加者に対してはクリアリング機構の自社清算

資格を，当社の他社清算資格を有する清算参加者に対してはクリア

リング機構の他社清算資格を付与する。この場合において，当該清

算参加者においてクリアリング機構の清算資格の維持に係る財務基

準を満たしていることを要件とする。 
 
 
 当社の取引参加者は，その有する先物・オプション取引等に係る取

引資格の種類に応じて，クリアリング機構の清算資格を取得するか，

する。 
 当社における有価証券の売

買等については，すべてク

リアリング機構が金融商品

債務引受業を行うこととな

る。 
 
 
 クリアリング機構の清算対

象取引に当社上場の先物・

オプション取引等が追加さ

れることから，クリアリン

グ機構の先物・オプション

取引に係る清算資格を有す

る取引参加者は，引き続き

当社上場の先物・オプショ

ン取引に係る清算業務を行

うことができる。 
 
 
 
 取引参加者は，必要な清算

資格の取得又は清算受託契
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項  目 内  容 備  考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 証拠金の管理等 
 
 
 

(3) 取引参加者に対する

リスク管理 

クリアリング機構の他社清算参加者との間で，クリアリング機構の

定める様式による清算受託契約を締結しなければならない。 
取引資格の種類 クリアリング機構の清算資格の取扱い 

先物取引等取引資格 

指数先物等清算資格の取得 
   又は 
指数先物等他社清算参加者との清算受託契

約の締結 

FX 取引資格 
FX 清算資格の取得 
   又は 
FX 他社清算参加者との清算受託契約の締結 

 
 クリアリング機構の清算資格を有しない取引参加者（以下「非清算

参加者」という。）は，当該非清算参加者と清算受託契約を締結して

いるクリアリング機構の他社清算参加者のうちから，有価証券等清

算取次ぎの委託先とする者（以下「指定清算参加者」という。）を１

社指定しなければならない。 
 
 取引参加者は，当社の定めるところにより，顧客及び指定清算参加

者との間の証拠金の差入れ・預託等の管理を行う。 
 
 
 当社は，取引参加者が当社市場における先物・オプション取引等に

ついて財務体力以上の過大なポジションを保有することによるリス

約の締結を行わない場合に

は，取引を行うことができ

ない。 
 現物市場統合に伴い，当社

の現物取引に係る取引資格

は廃止されるため，当社の

取引資格は左記の２種類と

なる（現物市場統合要綱を

参照）。 
 
 
 指定清算参加者の指定又は

変更は，当社の承認を要す

る。 
 
 
 
 取引参加者と顧客及び指定

清算参加者との間で行う事

務については，現行どおり。 
 
 取引参加者が財務体力以上

の過大なポジションを保有
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項  目 内  容 備  考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 取引参加者に対する

措置 
 
 
 
 
 
 

クの発生を回避し，市場への影響を未然防止することを目的として，

取引参加者に対するリスク管理を行うこととする。 
 取引参加者は，保有するポジションの管理等に関し適切なリスク管

理体制を整備しなければならないこととする。 
 リスク管理体制とは，保有するポジション若しくは有価証券等の価

格の変動，取引の相手方の契約不履行その他の事情により将来発生

し得る損失に適切に対応する体制をいう。 
 当社は，取引参加者に対してポジションの管理に関する社内規程の

提出を求めることとする。 
 
 
 
 
 
 
 当社は，取引参加者における当社市場の先物・オプション取引等に

係るポジションが財務体力に比して著しく過大であると認められる

場合又はポジションに関するリスク管理体制が当社の市場の運営に

鑑みて著しく適当でないと認められる場合には，当該取引参加者に

対し，その改善のために必要な措置を講じることを求めることがで

きることとする。 
 当社は，取引参加者において必要な措置が講じられていないと認め

られる場合には，先物・オプション取引等の停止又は制限等，必要

している場合には，急激な

価格変動等により損失が発

生し，安定的かつ継続的に

取引が行えなくなるととも

に，破綻又は決済不履行に

も繋がるリスクがある。 
 当社は，従来から市場運営

者として，また，金融商品

取引清算機関として，参加

者に対するリスク管理を行

っているが，清算機関の統

合に伴い，清算参加者のリ

スク管理はクリアリング機

構が行うこととする。 
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項  目 内  容 備  考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 取引参加者料金 
 
 
 
 
 
 

(6) 取引参加者保証金の

預託 
 
 
 
 

な措置を行うことができることとする。 
 クリアリング機構の清算参加者がクリアリング機構から債務引受停

止等の措置を受けた場合は，当社は，当該措置を受けた清算参加者

である取引参加者又は当該措置を受けた清算参加者を指定清算参加

者とする取引参加者に対し，当社の市場における先物・オプション

取引等の制限等の必要な措置を行うことができる。 
 市場管理のために行う有価証券の売買等又はその受託に関する規制

措置（証拠金に関する規制措置を含む。）及び建玉制限等は，引き続

き当社が行う。 
 
 取引参加者料金のうち，建玉移管手数料を廃止する。 
 
 
 
 
 
 
 取引参加者は，当社に対する債務の履行確保の観点から，取引参加

者保証金を当社へ預託しなければならない。 
 取引参加者保証金の額は，次の合計とする。 

① 取引参加者料金等のうち，当該取引参加者の直前事業年度末に

おける基本料等（現物取引に係るものを除く。）の月額合計の１か

月分 

 
 現物取引に係る清算参加者

がクリアリング機構から債

務引受停止等の措置を受け

た場合と同様の取扱い。 
 
 取引管理上の措置に限る。 
 
 
 
 建玉移管手数料は，クリア

リング機構において徴収す

る。 
 取引参加者料金の具体的な

料率体系については，現物

市場統合要綱を参照。 
 
 
 
 取引参加者保証金の額の計

算方法等は，東証と同様。 
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項  目 内  容 備  考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7) 信認金の預託 
 
 
 
 
３ 清算・決済制度 

(1) 先物・オプション取引

等の決済 
 
 
 
 
 

(2) 取引証拠金等 

② 取引参加者料金等のうち，当該取引参加者の直前事業年度にお

ける取引手数料等（現物取引に係るもの及び上記①を除く。）の月

間平均の合計額の２か月分 
 取引参加者保証金は，有価証券による代用を可能とし，年１回，そ

の前年度の実績に基づき各取引参加者の保証金の額の見直しを行う

ほか，必要に応じて臨時に見直しを行うことができるものとする。 
 取引参加者保証金の預託に係る事務は，クリアリング機構に委託し，

取引参加者はクリアリング機構の口座に差し入れることとする。 
 
 信認金の預託先は，現行どおり当社とする。 
 信認金の預託に係る事務は，クリアリング機構に委託し，取引参加

者はクリアリング機構の口座に差し入れることとする。 
 
 
 
 清算参加者は，当社の市場において成立した先物・オプション取引

等について，クリアリング機構の定めるところにより，クリアリン

グ機構との間で決済を行う。 
 非清算参加者は，当社の市場において成立した先物・オプション取

引等について，当社の定めるところにより，指定清算参加者との間

で決済を行う。 
 
 取引証拠金の預託先は，クリアリング機構とする。 

 
 
 
 代用有価証券の範囲，時価

及び掛目等については，当

社が定めるところによる。 
 
 
 
 信認金の額は，300 万円。 
 代用有価証券の範囲，時価

及び掛目等については，当

社が定めるところによる。 
 
 
 当社及び東証において成立

した先物取引に係る値洗差

金等及びオプション取引に

係る取引代金等は，合算の

上，クリアリング機構との

間で授受する。 
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項  目 内  容 備  考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 清算参加者に対する

リスク管理 
 
 
 
 

(4) 決済履行保証制度 
 
 
 

 先物・オプション取引に係る取引証拠金所要額は，現行どおり

SPAN○R （Chicago Mercantile Exchange が開発した証拠金計算方

法）方式により計算するものとする。 
 取引所ＦＸ取引に係る証拠金所要額は，当社における現行の方式に

より計算するものとする。 
 先物・オプション取引等に係る取引証拠金の預託時限，預託方法，

代用有価証券の範囲その他取引証拠金の預託に関する事項は，クリ

アリング機構の定めるところによるものとする。 
 
 
 
 
 
 清算機関の統合に伴い，清算参加者のリスク管理はクリアリング機

構が行うこととする。 
 
 
 
 
 清算機関統合後の先物・オプション取引等に係る損失補償スキーム

等の決済履行保証制度は，クリアリング機構の定めるところによる

ものとする。 
 当社の清算預託金制度は廃止する。 

 証拠金所要額の計算におい

て当社及び東証上場の先

物・オプションの建玉を合

算して計算を行うことによ

り，取引証拠金の預託・返

戻が一本化される。 
 取引所ＦＸ取引に係る取引

証拠金の預託時限，預託方

法，代用有価証券の範囲そ

の他取引証拠金の預託に関

する事項は，当社の現行ど

おりの方法を踏襲する。 
 
 当社とクリアリング機構の

間で，取引参加者と清算参

加者のリスク管理に関して

必要な情報の共有等の連携

を図ることとする。 
 

 統合後の決済履行保証制度

については，「（株）大阪証

券取引所との清算機関の統

合後における制度概要
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項  目 内  容 備  考 
 
 
 
 
 
 
 
５ 清算参加者料金 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６ その他 

 
 
 
 
 

 当社の先物取引等違約損失準備金は，クリアリング機構における先

物・オプション取引に係る損失補償スキームにおいて充当する。 
 
 
 
 
 
 当社の先物・オプション取引等に係る清算手数料等の清算参加者料

金については，クリアリング機構の定めるところによるものとし，

クリアリング機構が徴収する。 
 
 
 
 
 
 
 
 先物・オプション取引口座設定約諾書について，東証の同約諾書と

統一化することとし，所要の改正を行う。 
 取引所ＦＸ取引口座設定約諾書について，所要の改正を行う。 
 その他所要の改正及び文言の修正を行う。 
 移行に伴う所要の措置を設ける。 
 

（案）」（以下「クリアリン

グ機構の統合後の制度概

要」という。）参照。 
 平成 24 年９月末時点の先

物取引等違約損失準備金の

額は，約 7,011 百万円。 
 
 清算参加者料金の具体的な

料率体系については，クリ

アリング機構の統合後の制

度概要参照。 
 当社の先物・オプション取

引等に係る清算手数料及び

ＦＸ清算資格に係る固定手

数料については，当社が収

納事務を代行する。 
 
 口座設定約諾書の改正に伴

う差替え等の方法等につい

ては，別途通知する。 
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項  目 内  容 備  考 
Ⅲ 実施時期 
 

 平成 25 年７月 16 日とする。 
 

 

以  上 
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JPX ワーキング・ペーパー『人工市場シミュレーションを用いた 
取引市場間におけるティックサイズと取引量の関係分析』を公表しました 

 
 2013 年 1 月 30 日 

株式会社日本取引所グループ 
東京大学大学院工学系研究科 

 
株式会社日本取引所グループは、JPX ワーキング・ペーパー『人工市場シミュレーショ

ンを用いた取引市場間におけるティックサイズと取引量の関係分析』を公表しましたの

で、お知らせいたします。 
  
 株式会社東京証券取引所と国立大学法人東京大学は、金融商品取引市場の安定化・効

率化のためのデータ解析技術やシミュレーション技術の開発を目的とした共同研究を、

昨年 12 月から進めております。今般、公表するワーキング・ペーパーは、東京大学と

東京証券取引所の共同研究の成果の一環として公表するものです。 
  
 本共同研究における成果については、金融商品取引市場の発展に活用されるべく、ワ

ーキング・ペーパー等による公表を予定しているほか、経済実務の現場と工学技術の研

究開発の融合(経工連携)への取り組みとして、様々な形で社会に情報発信していくこと

を予定しております。 
 

なお、JPX ワーキング・ペーパーは，株式会社日本取引所グループ及びその子会社・

関連会社（以下「日本取引所グループ等」という。）の役職員及び外部研究者による調

査・研究の成果を取りまとめたものであり，学会，研究機関，市場関係者他，関連する

方々から幅広くコメントを頂戴することを意図しております．掲載されているペーパー

の内容や意見は筆者ら個人に属し，日本取引所グループ等及び筆者らが所属する組織の

公式見解を示すものではありません。 
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（参考）2012 年 12 月 10 日プレスリリース  
『東京証券取引所と東京大学は「金融商品市場の安定化・効率化に向けた情報技術の

研究」に関する共同研究を開始します 』 
 http://www.tse.or.jp/news/31/20121210_a.html  

 
■ 本件に係るお問合せ先 
株式会社日本取引所グループ 
総合企画部 調査グループ 
（電話）03-3666-1361（代表） 
 
国立大学法人 東京大学 
大学院工学系研究科 システム創成学専攻 
准教授 和泉 潔 (いずみ きよし) 
(電話) 03-5841-1867 または 03-5841-6960 
 
 
 



人工市場人工市場人工市場人工市場シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーションをををを用用用用いたいたいたいた
取引市場間取引市場間取引市場間取引市場間におけるにおけるにおけるにおけるティックサイズティックサイズティックサイズティックサイズとととと取引量取引量取引量取引量のののの関係性分析関係性分析関係性分析関係性分析

本稿に示されている内容は，筆者ら個人に属し，株式会社日本取引所グループ及び
その子会社・関連会社，スパークス・アセット・マネジメント株式会社及び著者らが所
属する組織の公式見解を示すものではありません．また，ありうべき誤りは，すべて
筆者個人に属します．

スパークス・アセット・マネジメント株式会社
東京大学大学院工学系研究科

和泉 潔

水田 孝信

吉村 忍

早川 聡

東京大学大学院工学系研究科
東京大学大学院工学系研究科

JST さきがけ

株式会社東京証券取引所派生商品部

エージェント
（投資家）

成行注文：有利な価格で売
買
    できる市場を選択
指値注文：各市場の過去の
    総出来高に比例して配分

人工市場人工市場人工市場人工市場シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーション 出来高出来高出来高出来高シェアシェアシェアシェアのののの推移推移推移推移

ティックサイズティックサイズティックサイズティックサイズとととと短期短期短期短期ボラティリティボラティリティボラティリティボラティリティ

((((右上右上右上右上))))ティックサイズティックサイズティックサイズティックサイズがががが小小小小さいさいさいさい
　　　　　　　　→ → → → 市場市場市場市場ににににシェアシェアシェアシェアがががが移移移移っていくっていくっていくっていく
（（（（右右右右））））小小小小さすぎるさすぎるさすぎるさすぎるティックサイズティックサイズティックサイズティックサイズ競争競争競争競争
    は    は    は    は意味意味意味意味がないがないがないがない

出来高シェア推移（取引市場Ａ）
取引市場Bのティックサイズ⊿PB=0.01%の場合
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出来高シェア推移（取引市場Ａ）
取引市場Bのティックサイズ⊿PB=0.0001%の場合

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

2
5

5
0

7
5

10
0

12
5

15
0

17
5

20
0

22
5

25
0

27
5

30
0

32
5

35
0

37
5

40
0

42
5

45
0

47
5

50
0

営業日

取
引

市
場

Ａ
出

来
高

シ
ェ

ア

0.0001%
0.0002%
0.0004%
0.0005%
0.0010%
0.0020%

ティックサイズティックサイズティックサイズティックサイズのみのみのみのみ異異異異なるなるなるなる市場市場市場市場Ａ、ＢＡ、ＢＡ、ＢＡ、Ｂでででで
どのようにどのようにどのようにどのように出来高出来高出来高出来高シェアシェアシェアシェアがががが移移移移りりりり変変変変わるかをわるかをわるかをわるかを分析分析分析分析

ティックサイズとσt，σ't，およびシェアの関係
(取引市場Bのティックサイズ⊿PB=0.0001%)
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（実証2011年9月）
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実際実際実際実際のののの市場市場市場市場データデータデータデータ

⊿P⊿P⊿P⊿P>>>>σσσσt t t t ： ： ： ： 短期短期短期短期ボラティリティボラティリティボラティリティボラティリティ（（（（σσσσtttt、、、、σσσσ''''tttt））））
　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 → → → → ティックサイズティックサイズティックサイズティックサイズ⊿P⊿P⊿P⊿Pにににに依存依存依存依存
⊿P⊿P⊿P⊿P<<<<<<<<σσσσt t t t ： ： ： ： σσσσtttt、、、、σσσσ''''ttttがががが一定一定一定一定
　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 → ⊿P→ ⊿P→ ⊿P→ ⊿Pにににに依存依存依存依存しないしないしないしない

（（（（１１１１））））ティックサイズティックサイズティックサイズティックサイズ⊿P⊿P⊿P⊿Pがががが他市場他市場他市場他市場のものよりのものよりのものよりのものより小小小小さいさいさいさい
                         または                         または                         または                         または
（（（（２２２２））））ティックサイズティックサイズティックサイズティックサイズ⊿P⊿P⊿P⊿Pがががが
     "     "     "     "あるべきあるべきあるべきあるべき""""短期短期短期短期ボラティリティボラティリティボラティリティボラティリティσσσσttttよりよりよりより小小小小さいさいさいさい

取引量取引量取引量取引量シェアシェアシェアシェアがががが移移移移りりりり変変変変わらないわらないわらないわらない条件条件条件条件

σtσtσtσt
σtσtσtσt
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本項で示すのは、日本取引所グループ各社の略称
社名ロゴタイプ（和文）です。
この略称社名ロゴタイプ（和文）は可読性とブラン
ドマークとの調和性を必要条件として開発され、文
字組は最適なバランスで構成されています。した
がって、略称社名を和文で表示する場合には、原則
として、この略称社名ロゴタイプ（和文）を使用して
ください。ただし広報物などの文章中で表示する場
合にはこの限りではなく、文章中で使用する書体で
表記することを原則とします。また、和文の略称社
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